
風俗営業 と 特定遊興飲食店営業 の 添付書類 が 変わります。

４の規定が令和７年1 1月2 8日から施行

（１～３は令和７年６月28日から既に施行されています。）

福岡県警察からのお知らせ

風営適正化法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の改正

令和７年11月28日から

変更・追加される添付書類の概要

① 個人用、法人役員用、管理者用の誓約書の変更
欠格事由に該当しないことを誓約する書面が変更されます。

② 法人としての誓約書の追加
申請者が法人の場合、法人として欠格事由に該当しないことを

誓約する書面が追加されます。

③ 密接な関係を有する法人に関する書面の追加
申請者が法人の場合、親会社等の法令で定められた密接な関係

を有する法人に関する書面が追加されます。

④ 株主名簿の写しの追加
申請者が株式会社の場合、会社法で定められた株主名簿の写し

が追加されます。

※ 申請が令和７年11月28日より前であっても、許可等が11月28日

以降になる場合、変更・追加される添付書類が必要となります。

県警のホームページには、令和７年11月28日以降の添付書類一覧と①②③のモデルを掲載します。


